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スケジュール
検討会開催予定 主な内容

平成28年３月７日 第１回・第２回
HACCPを取り巻く国内外の現状説明 ／ 議論のポイントの討議・整理平成28年４月22日

平成28年５月23日 第３回 事業者団体からのヒアリング（乳、水産加工品、清涼飲料、レトルト食品の団体）、討議

平成28年６月15日 第４回 事業者団体からのヒアリング（食肉、食鳥肉の団体）、討議

平成28年７月13日 第５回 事業者団体からのヒアリング（食鳥卵、食肉製品、給食、惣菜、弁当サービスの団体）、討議

平成28年８月22日 第６回 事業者団体からのヒアリング（外食、味噌、醤油、漬物、パンの団体）、討議

平成28年９月９日 第７回 事業者団体からのヒアリング（飲食店の団体）、討議

平成28年９月20日 第８回 「中間とりまとめ骨子（案）」に関する討議

平成28年10月17日～11月15日 意見募集

平成28年12月14日 第９回 「最終とりまとめ（案）」に関する討議

平成28年12月26日 最終とりまとめ公表
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I はじめに
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I はじめに

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point）による衛生管理
・食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、

原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させる
ために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする手法

・それぞれの事業者が使用する原材料、製造方法等に応じて自ら策定し、実行するため、従来
の一律の衛生管理基準による手法よりも、合理的で有効性が高い手法である。

食品の衛生管理へのHACCP（ハサップ)の導入については、平成５
年に食品の国際規格を定めるコーデックス委員会*において、ガイドラ
インが示されてから20年以上が経過し、先進国を中心に義務化が進め
られてきた。我が国から輸出する食品にも要件とされるなど、今や国
際標準となっている。
*（国際連合食糧農業機関(ＦＡＯ)及び世界保健機関(ＷＨＯ)により設置された国際的な政府間組織）

これまでの衛生管理と全く異なるものではなく、これまでの衛生管理を基本としつつ、科学的な根拠に
基づき、HACCPの原則に則して体系的に整理し、食品の安全性確保の取組を「見える化」しようとす
るものである。
①HACCPによる衛生管理は、食品の安全性の向上につながり、食品の提供に際して、食中毒等の食品

事故の防止や、事故発生時の速やかな原因究明に役立つ。
②食品を提供する事業者にとってもメリットが大きく、消費者のメリットにもつながる。
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I はじめに
国内の食中毒の発生状況

・厚生労働省による食中毒統計調査では年間で

事件数では約1000件、患者数では約２万人で

推移しており、近年下げ止まりの傾向。

・厚生労働科学研究によれば、臨床検査施設での

検査結果等から推定されたサルモネラ等の食品

媒介感染症被害実態は、食中毒統計の100 ～

1000倍ともされ、今後、高齢化人口の割合の

増加に伴って、食中毒リスクが高まっていく

ことも懸念される。

・ガラスや金属等の危害性のある異物混入等に

よる食品回収事例の告知件数が増加傾向にある。
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I はじめに
国内の食品の安全性の更なる向上を図るために

・これまでの衛生管理の取組に加え、事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握し、

特に重要な工程を管理することによって結果としてそれらの危害要因を食品衛生上問題の無い

レベルにまで除去又は低減させ、これらを文書化するHACCPによる衛生管理を更に広く定着

させていく必要がある。

・一部の食品等事業者や輸出用食品の製造事業者

だけが取り組むのではなく、フードチェーン

全体でHACCPによる衛生管理に取り組むこと

によって、原材料の受け入れから製造・加工、

販売に至るまで、各段階で関わる食品等事業者

のそれぞれの衛生管理の取組・課題が明確化

されることになる。これにより、フード

チェーン全体の衛生管理が「見える化」され、

我が国の食品全体の安全性が向上することに

つながるものと考えられる。
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I はじめに

我が国の食品安全の国内外へのアピール
・近年の食品流通の更なる国際化や、食品製造の現場での外国人労働者の増加、訪日外国人観光客

の増加、東京オリンピック・パラリンピックの開催等を見据え、食品衛生管理の水準が国際的に

見ても遜色のないことを、国内外に示していく必要性が高まっている。

諸外国でも導入が進められ、食品の衛生管理の国際標準となっているHACCPに
よる衛生管理について、制度として位置付け、定着を図っていくことが必要。

・食品ごとの特性や、事業者の状況等を踏まえつつ、実現可能な方法で着実に取組を
進めていくことが重要である。

・依然として多くの食中毒の原因が、現在の規制で定められている一般衛生管理の実施の
不備によるものであり、施設設備、機械器具等の衛生管理、食品取扱者の健康や衛生の
管理等の一般衛生管理についても、着実に取り組んでいくことが、食品の安全性を確保
するためには不可欠である。
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II HACCPを取りまく現状と
これまでの施策の検証
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目的：関係業界の現状を把握するためヒアリングを実施（第３回～第８回検討会）

実施団体：24業界団体

主な意見：HACCPの導入の必要性に一定の理解を示しつつも、業種ごとの特性や事業者

の規模等を踏まえた配慮や支援の必要性について、多くの業界団体から意見が出された。

３ 関係業界の現状と制度化への対応

①業種によって、HACCPの導入状況は異なりつつも、大手の事業者においてHACCPの導入

が進んでいる一方で、特に小規模の事業者が多い業種においては導入が進んでいない。

②導入が進まない理由として、HACCPへの理解・認識の不足、人的資源の不足等がある。

また、取り扱う商品の種類が多種・多様である業種についても対応が難しい。

③業種によって危害要因やその防止措置が異なり、それぞれの業種に即した導入支援の必要

がある。

④設備・施設も含め、HACCPによる衛生管理を画一的に導入するよりも、一般衛生管理の

徹底により対応すべき。

⑤小規模の事業者に対する段階的な適用や、適用除外など、一定の配慮が必要。

⑥資金面での援助や、研修等の人材育成への支援などが必要。

Ⅱ HACCPを取りまく現状とこれまでの施策の検証
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Ⅲ HACCPの制度化のあり方
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１ 具体的な枠組み
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①一般衛生管理の着実な実施が不可欠
一般衛生管理は、食品の安全性を確保する上で必ず実施しなければならない基本的な事項であり、

加えて、食中毒の原因の多くは一般衛生管理の実施の不備であることから、食品の安全性を確保
するためには、施設設備、機械器具等の衛生管理、食品取扱者の健康や衛生の管理等の一般衛生
管理を着実に実施することが不可欠である。このため、一般衛生管理をより実行性のある仕組みと
する必要がある。

②その上で、HACCPによる衛生管理の手法を取り入れる
それぞれの事業者が使用する原材料、製造方法に応じて、食中毒菌汚染、異物混入等の危害要因

を把握し、それらの食品衛生上問題のないレベルにまで除去又は低減するために特に重要な工程を
管理し、検証・改善する仕組みを自ら構築し、実行することにより、我が国の食品の安全性の
更なる向上を図ることが必要である。

Ⅲ HACCPの制度化のあり方

衛生管理についての基本的な考え方

一般衛生管理

ＨＡＣＣＰ

基本的な
考え方
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Ⅲ HACCPの制度化のあり方

対象となる事業者の範囲
HACCPによる衛生管理の考え方は、
・事業者自らが考えて安全性確保のための取組を推進させること
・フードチェーン全体で取り組むことによって、原材料の受入れから製造・加工、販売に至るまで

各段階で関わる食品等事業者のそれぞれの衛生管理の取組・課題が明確化されること
につながる。

・国内の食品の安全性の更なる向上を図る観点から、フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を
行う食品等事業者を対象とする。

・食品衛生法の営業の規制が施設単位で適用されていることを踏まえ、食品の製造・加工、調理、販売等を行っている
営業の施設単位での適用を基本とする。

・対象となる食品等事業者の範囲については、現行の食品衛生法の許可業種（34業種）に限らず、全ての食品等事業者
を対象として、検討する。
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Ⅲ HACCPの制度化のあり方

衛生管理計画の作成

食品等事業者自らが使用する原材料、製造方法、施設設備等に応じて、食品等の製造・
加工、調理等を行っている施設ごとに、一般衛生管理及びHACCPによる衛生管理のための
「衛生管理計画」を作成することを基本とする。

・本計画は、新たな知見や計画の作成後の
原材料、製造工程の変更等を踏まえて
必要に応じた見直し及び定期的な見直し
を行うことが必要。

・本計画の作成に当たっては、食品の業態
や特性を考慮し、業界団体等と連携
しながら、計画の策定及び実施の支援を
行うことが必要。

・本計画には、一般衛生管理の概要に加え、
◎基準Ａにあっては、

製品説明書、製造工程図、危害要因
分析表及びHACCPプランの概要

◎基準Bにあっては、
製品の概要、必要に応じてHACCPの
考え方に基づく管理の概要

が含まれる。
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Ⅲ HACCPの制度化のあり方

基準Ａの考え方
対象となる事業者（基準Ａ）

・HACCPを制度化するに当たっては、コーデックスのガイドラインに基づくHACCPの7原則を

要件とする基準（基準Ａ）を原則とする。

・と畜場及び食鳥処理場（認定小規模食鳥処理場を除く。）は基準Aを適用する。
食肉処理工程が共通であること

検査員が常駐している

諸外国においてもコーデックスHACCPが適用されている



Ministry of Health, Labour and Welfare 17

対象となる事業者（基準Ｂ）
・HACCPの考え方に基づく衛生管理：

一般衛生管理を基本として、業界団体が事業者の実情を踏まえ、厚生労働省と調整して策定
した使いやすい手引書等を参考にしながら、必要に応じて重要管理点を設けて管理する衛生
管理。

・従業員数が一定数以下等の小規模事業者

・当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工、調理を行っている事業者

・提供する食品の種類が多く、かつ、変更頻度が高い業種

・一般衛生管理による対応で管理が可能な業種 等

（※）例：飲食店業、販売業等
留意点

・実質的に適用が除外される事業者がないように。

・最終的な食品としての安全性は、基準Ａが適用される事業者と同等の水準を確保する。

Ⅲ HACCPの制度化のあり方

基準Ｂの考え方①

※小規模事業者については、従業員数、出荷量等について考慮するとともに、地方自治体等の運用
にも留意する観点から、食品表示法等の他法における取扱いも参考にし、判断基準を示す。

一定の業種等
（※）

対象業種の考え方
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＊一般衛生管理を基本として、業界団体の手引書等を参考にしながら必要に応じて重要管理点を
設けて管理することを可能とし、その他についても弾力的な運用を可能とする。

・ 危害要因分析
モニタリング頻度の低減
記録の作成・保管の簡素化
重要管理点設定への規格基準の活用 等

について「基準の考え方」を踏まえる。
・基準Ｂについては、食品の特性や業態等に応じて、一般衛生管理に加えて重要管理点を設ける

ものから、一般衛生管理のみの対応で可能なものまで、多様な取扱いが想定される。

・厚生労働省が示している
食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針
大量調理施設衛生管理マニュアル
各種衛生規範
各業界団体が作成した衛生管理マニュアル 等

を基本に衛生管理計画の策定や実施が容易となるよう配慮する。
・食品や業界の特性も考慮し、小規模事業者等も取り組みやすいものとする。

Ⅲ HACCPの制度化のあり方

基準Ｂの考え方②

基準Ｂの内容

基準Ｂへの対応
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Ⅲ HACCPの制度化のあり方

監視指導
都道府県等による監視指導

・HACCPによる衛生管理については、一般衛生管理とともに食品等事業者が遵守しなければ

ならない衛生管理の基準として位置付け、監視指導を行う。

・地方自治体の食品衛生監視員は、営業許可手続、立入検査等の様々な機会を通じて、衛生管理

計画の作成の指導・助言を行うほか、その内容の有効性や実施状況等を検証する。

・施行時における基準Ｂの導入については、事業者に対して重点的な指導・助言を行う。

・基準Ｂが適用される事業者であっても、基準Ａを満たしている場合にはその旨を食品衛生監視票

に記載するなど、事業者の衛生管理の意識向上に向けた支援を行う。
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３ 総合衛生管理製造過程承認
制度など既存のHACCP関連
制度との関係
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総合衛生管理製造過程承認制度の廃止（例外承認の継続）

・本制度は、これまでHACCPの普及に一定の役割を果たしてきたが、全ての食品等事業者に

HACCPによる衛生管理を義務付ける場合には、その役割を終えることから、廃止する。

・食品衛生法第11条第１項の規格基準によらない製造加工過程に対する承認については、

引き続き承認の仕組みを継続する。

・総合衛生管理製造過程承認施設については、当該承認基準がHACCPの７原則に基づくもの

であることから、基準Aの要件を満たしていると考える。

民間認証の活用
・ISO22000、FSSC22000、JFS等の民間認証で要求されるHACCPの要件は、基準Ａが要求

するコーデックスHACCPと同様の要件であることから、営業許可等の申請書類の提出時、

監視指導計画の策定や監視業務に際し、これらの民間認証のために作成された資料や認定書、

監査の結果等も活用してHACCPによる衛生管理の実施状況を確認すること等により、

監視指導の効率化や事業者の負担軽減を図ることに十分配慮する。

Ⅲ HACCPの制度化のあり方

３ 総合衛生管理製造過程承認制度など既存のHACCP関連制度との関係
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４ 輸入食品及び輸出食品につ
いて具体的な枠組み
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輸入食品
・輸入事業者自身による輸出国企業の現地調査等の取組と合わせて、既にHACCPを義務化している

諸外国の例を参考にしつつ、輸出国との協議を進める。特に、国内でコーデックスHACCPを基本

とする基準Aの適用割合が高い食品については、内外無差別の観点から輸入の要件とする。

対象食品に対してコーデックスHACCPを義務化している国
二国間の協議、現地調査を通じて、制度の調査・分析、我が国の制度との

同等性を確認することとし、その後も両国での監視、健康被害発生等の情報共有
を図るとともに、輸入時検査や現地の査察を行い、同等性確認の検証を行う。

対象食品に対してコーデックスHACCPを義務化していない国
二国間の協議、現地調査により、対日輸出条件を設定し、国内と同等の安全性

が確保された食品が輸入されるよう対応し、協議後も二国間での情報共有、輸入時
検査、現地査察を行い、対日輸出条件の遵守の検証を行う。

・二国間協議を円滑に進めるための体制強化に努める。

輸出食品
・輸入食品に関する制度の同等性の確認に当たっては、我が国から輸出する食品について

も相手国において円滑な輸入が可能となるよう、二国間協議において対応する。

Ⅲ HACCPの制度化のあり方

４ 輸入食品及び輸出食品についての具体的な枠組み
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Ⅳ 制度化に向けた今後の課題
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現場での理解促進と認識の共有
・HACCPによる衛生管理の導入のためには、現場での導入手順の理解や、中心となって進めて

いく人材の育成、従業員の研修等が重要。

・食品等事業者においては、「HACCPの導入には施設や設備の整備が必須である」、「輸出食品

の問題である」、「重要管理点を必ず設けなければならない」などの誤解が生じており、

HACCP普及の阻害要因となっていることから、HACCPに関する正確な知識を分かりやすく

伝える。

・HACCPによる衛生管理の導入により、フードチェーンを通じた食品の安全性の確保が必要との

認識の共有を図っていく。

人材育成
・規模にかかわらず、HACCPに関する知識を有する人材の不足が指摘されており、

基礎的な知識を持つ人材、

事業所で中心となって導入を進める人材、

指導・助言ができる人材、

等、現場のニーズにあった人材の育成を図る。

Ⅳ 制度化に向けた今後の課題

検討が必要な具体的な課題①



Ministry of Health, Labour and Welfare 26

基準B
・範囲について従業員数、対象となる食品の業態や業種の特性等を踏まえ、対象となる業種に

おける実現可能性も十分に配慮して、総合的に検討を進める。

・食品の業態や特性に配慮し、衛生管理計画の策定が負担とならないよう衛生管理計画の

フォーマットを含めた基準Bの手順書の作成を推進する必要。

①基準Ｂの対象となる食品等事業者の対応が難しいと考えられる危害要因分析等のHACCPの

原則や手順を整理する。

②厚生労働省が示している食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針、大量調理

施設衛生管理マニュアルや各種衛生規範、各業界団体が作成した衛生管理マニュアル等を

基本として、衛生管理計画の策定及び実施を支援する。

国、地方自治体の役割
・十分に連携を図りながら、食品等事業者に対してきめ細かな支援を行っていく。

・HACCPの導入支援、検証を適切に実施することができるよう、具体的な計画を策定するなど、

スケジュールを事業者とも共有しながら進めていく。

・より効率的な支援を行うため、業界団体等との連携を図っていく。

・研修の充実等により食品衛生監視員の資質の向上を図り、その体制強化に努める。

Ⅳ 制度化に向けた今後の課題

検討が必要な具体的な課題②
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食品衛生法の許可業種
・現在、食品衛生法の許可業種は34業種とされているが、それ以外に都道府県等の条例で

許可業種としているものもある。HACCPの制度化に向けて、34業種以外の業種も含め、

監視指導の際に必要となるHACCP制度化の対象事業者を把握するための仕組みを構築し、

制度の定着を図る。

食品の輸出入
・食品の輸出入が増大する現状を踏まえ、食品の安全性の確保に関する輸出国及び輸出先国

との連携、協力の強化を図る。

・制度の同等性の確認等の二国間協議を通じて、生産、製造・加工、流通段階での相互の

協力体制の確保を図っていく。

準備期間
・小規模事業者を含む食品等事業者が円滑かつ適切にHACCPによる衛生管理に取り組むこ

とが可能となるよう、十分な準備期間を設ける。

・事業者にきめ細かな支援を行っていくことができるよう、地方自治体等の監視指導とも

連動して計画的に取り組む。

ツールの作成
・HACCPの制度を事業者、消費者にも分かりやすく伝えるためのツールを作成し周知する。

Ⅳ 制度化に向けた今後の課題

検討が必要な具体的な課題③


